
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容  特定疾病の認定 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 
 国民健康保険法施行令第29条の2第8項 

審
査
基
準 

■ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がない。 

 

国民健康保険法施行令第29条の2第8項 

別紙のとおり 

審 査 基 準 

設定年月日 
平成６年１０月 １日 

審 査 基 準

最終変更年月日 
平成６年１０月 １日 

標準処理期間 

■ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（     即日           ） 

□ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当) 

標準処理期間

設定年月日 
令和６年 ３月１９日 

標 準 処 理 期 間

最終変更年月日 
令和６年 ３月１９日 

所管部署 健康福祉部 国保年金課 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 

  



【別紙】 

国民健康保険法施行令 

（昭和三十三年十二月二十七日号外政令第三百六十二号） 

 

第二十九条の二 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規

定により支給される高額療養費の額を控除した額（以下この項において「一部負担金等世

帯合算額」という。）が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額

は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。 

一 被保険者（法第五十五条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、

訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第二十

九条の三及び第二十九条の四において同じ。）が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療

所、薬局その他の者（以下「病院等」という。）について受けた療養（法第三十六条第二

項第一号に規定する食事療養（以下この条において単に「食事療養」という。）及び同項

第二号に規定する生活療養（以下この条において単に「生活療養」という。）を除く。以

下この項から第五項まで、第二十九条の四第一項及び第二十九条の四の二において同

じ。）であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる

額（七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、二万千円（第二十九

条の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百

円）以上のものに限る。）を合算した額 

イ 一部負担金の額（当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当する

ときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。）とリに掲げる額との合計額 

ロ 法第五十六条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規

定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額 

ハ 当該療養が法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患

者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険

外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額（その額が現に当該療養に要

した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同

じ。）から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する

額を控除した額（当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するとき

は、ニに掲げる額を加えた額とする。）を加えた額と、リに掲げる額との合計額 

ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法

令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該

差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給について

の療養につき算定した費用の額から控除した額 

ホ 療養費の支給についての療養につき算定した費用の額（その額が現に当該療養に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。）

から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額

（当該被保険者が、同一の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる

額を加えた額とする。） 

ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医

療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定



の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額か

ら控除した額 

ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した

費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額（当該被保

険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた

額とする。）とリに掲げる額との合計額 

チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令

による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差

額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養

につき算定した費用の額から控除した額 

リ 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額（その額が現に当該療養に

要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同

じ。）から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額

を控除した額（当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するとき

は、ヌに掲げる額を加えた額とする。） 

ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令によ

る医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の

算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定し

た費用の額から控除した額 

８ 被保険者が健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病

に係る療養（食事療養及び生活療養を除く。）を受けた場合において、当該療養を受けた

被保険者が厚生労働省令の定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであ

り、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第

一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イ

からヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給す

る。 

  


